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報告第８号 

 

訴えの提起に係る専決処分の報告について 

 

 家屋明渡等請求事件に係る訴えの提起について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により

報告する。 

 

令和２年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

１ 専決処分の日    令和２年６月１９日 

２ 事 件 名    大阪地方裁判所令和２年（ワ）第６２７０号 

            家屋明渡等請求事件 

３ 訴えの相手方    ・・・・・・・・ 

            ・・・・・・・・・・ 

４ 訴訟物の価格    金１，５３３，３０６円 

５ 請 求 の 趣 旨    (1) 建物を明け渡せ。 

(2) ７５０，４９０円及び令和２年５月２２日から本件建物明

渡済に至るまで月額９４，０８０円の割合による金員を支払

え。 

            (3) 訴訟費用は、被告の負担とする。 

６ 訴 え の 理 由    長期にわたり市営住宅家賃を漫然と滞納したため。 



- 2 - 

 

報告第９号 

 

   令和元年度決算における大東市水道事業会計資金不足比率について 

 

 令和元年度決算における資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、別冊のとおり監査委員の

意見を付けて次のとおり報告する。 

 

   令和２年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条に基づく水道事業会計における資金

不足比率について 

 

資金不足比率（％） 備  考 

－ 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令

（平成１９年政令第３９７号）第１７条第１号の規

定により事業の規模を算定 

  ※資金不足額がないため「－」と表している。 
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報告第１０号 

 

   令和元年度決算における大東市下水道事業会計資金不足比率について 

 

 令和元年度決算における資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、別冊のとおり監査委員の

意見を付けて次のとおり報告する。 

 

   令和２年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条に基づく下水道事業会計における資

金不足比率について 

 

資金不足比率（％） 備  考 

－ 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令

（平成１９年政令第３９７号）第１７条第１号の規

定により事業の規模を算定 

  ※資金不足額がないため「－」と表している。 
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議案第９５号 

 

大東市教育委員会委員の任命について 

 

大東市教育委員会委員 田中 佐知子氏の任期が、令和２年９月３０日満了するにつき、

同氏を再度任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律

第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和２年９月１日提出 

 

                      大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

住  所    ・・・・・・・・・・ 

氏  名    田 中  佐 知 子 

生年月日    ・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

公  職  歴 

平成２４年１０月 ～ 現在   大東市教育委員会委員 
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議案第９６号 

 

大東市公平委員会委員の選任について 

 

  大東市公平委員会委員 川村 常雄氏の任期が、令和２年１２月９日満了するにつき、

同氏を再度選任いたしたく、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第９条の２第２

項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和２年９月１日提出 

 

                      大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

住  所    ・・・・・・・・・・・・・ 

氏  名    川 村  常 雄 

生年月日    ・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

   公  職  歴 

平成 ９年 ５月 ～ 平成２２年 ６月   保護司 

  平成１６年 ８月 ～ 現在         大東市固定資産評価審査委員会委員 

平成２４年１２月 ～ 現在         大東市公平委員会委員 
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議案第９７号 

 

   令和元年度大東市水道事業利益剰余金処分について 

 

 令和元年度大東市水道事業利益剰余金を次のとおり処分する。 

 

   令和２年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

１ 当年度未処分利益剰余金            393,404,482 円 

２ 利益剰余金処分額 

 (1) 資本金        △183,553,139 円 

 (2) 減債積立金                  0 円 

 (3) 建設改良積立金                0 円  △183,553,139 円 

３ 翌年度繰越利益剰余金                     209,851,343 円 

 

 

 

 

 

 

 

                理      由 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、議会の議

決を経る必要があるため。 
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議案第９８号 

 

   大東市立四条畷駅西自転車駐車場、大東市立野崎駅南自転車駐車場及び大東 

市立野崎駅西自転車駐車場の指定管理者の指定について 

 

 大東市立四条畷駅西自転車駐車場、大東市立野崎駅南自転車駐車場及び大東市立野崎駅

西自転車駐車場の指定管理者として次の者を指定いたしたく、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

   令和２年９月１日提出 

 

                      大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

１ 公の施設の名称     大東市立四条畷駅西自転車駐車場 

              大東市立野崎駅南自転車駐車場 

              大東市立野崎駅西自転車駐車場 

２ 指 定 管 理 者     大東市南新田一丁目３番１３号 

              有限会社サード・パーティ・ロジテック 

３ 指 定 の 期 間     令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 
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議案第９９号 

 

公の施設の区域外設置に関する協議について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の３第１項の規定により、大東市立

四条畷駅西自転車駐車場の一部を本市の区域外である四條畷市の区域内に設置することに

ついて、次のとおり同市と協議するため、同条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和２年９月１日提出 

 

                      大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

１ 使用の目的     四条畷駅周辺整備事業の工事の施工の間、大東市立自転車・自

動車駐車場条例（令和２年条例第６号）に定める大東市立四条

畷駅西自転車駐車場の一部として使用するため。 

２ 設置の場所     四條畷市楠公一丁目１４番 

３ 経費の負担     当該施設の設置及び管理に関する経費については、大東市が負

担する。 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

  

 四条畷駅周辺整備事業の工事の施工の間、大東市立四条畷駅西自転車駐車場の一部を移

設する必要があるため。 
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議案第１００号 

 

大東市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて 

 

大東市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定する。 

 

   令和２年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

消防団に本市の職員で構成される分団を設置することに伴い、所要の改正を行うため。 
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大東市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

令和  年  月  日   

条 例 第   号   

 

 大東市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例（平成２７年条例第２号）の一部を

次のように改正する。 

 

第２条の見出しを「（定員等）」に改め、同条第１項を次のように改める。 

消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第１９条第２項の規定に基づく団員の定員

は４０５名とし、団員の区分は次に掲げるとおりとする。 

(1) 一般消防団員（次号に掲げる団員以外の団員をいう。） 

(2) 機能別消防団員（本市の職員で構成される分団に属する団員をいう。） 

    

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （大東市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 大東市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成２５年条例第３２号）

の一部を次のように改正する。 

  別表第４に備考として次のように加える。 

備考 この表の規定にかかわらず、大東市消防団員の定員、任免、服務等に関する条

例（平成２７年条例第２号）第２条第１項第２号に規定する機能別消防団員の報酬

の額は、同表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額に３分の１を乗じ

て得た額（その額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

とする。 
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議案第１０１号 

 

   大東市市税条例等の一部を改正する条例について 

 

 大東市市税条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和２年９月１日提出 

 

                   大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）等の一部が施行されることに

伴い、所要の改正を行うため。 
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大東市市税条例等の一部を改正する条例（案） 

    

令和  年  月  日   

条 例 第   号   

 

（大東市市税条例の一部改正） 

第１条 大東市市税条例（平成３年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 

第３４条の２中「第１２項」を「第１１項」に、「寡婦（寡夫）控除額」を「寡婦控

除額、ひとり親控除額」に、「第７項」を「第６項」に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「第３１４条の２第５項」を「第３１４条の２第４項」

に改める。 

第９４条第２項に次のただし書を加える。 

 ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定について

は、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの０．７本に換算するものとする。 

第９４条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に規定する葉

巻たばこを除く。）」を加える。 

附則第３条の２第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合

（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合

をいう。次項において同じ。）」に、「この条において同じ」を「この項において同じ」

に改め、「（以下この条において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該

特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」

に改め、同条第２項中「特例基準割合適用年中」を「各年の平均貸付割合に年０．５パ

ーセントの割合を加算した割合が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その

年中」に、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合と」を「当該

加算した割合と」に改める。 

附則第４条第１項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。 

附則第１０条中「第６１条又は第６２条」を「第６３条又は第６４条」に、「第６１

条若しくは第６２条」を「第６３条若しくは第６４条」に改める。 

附則第１０条の２第２７項中「附則第６２条」を「附則第６４条」に改める。 
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附則第１７条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を加

える。 

附則第１７条の２第３項中「第３５条の２」を「第３５条の３」に改める。 

附則第１９条の７の次に次の２条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） 

第１９条の８ 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応する

ための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５号。次条において

「新型コロナウイルス感染症特例法」という。）第５条第４項に規定する指定行事の

うち、市長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該

指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部

の放棄を同条第１項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放

棄をした日の属する年中に法附則第６０条第４項に規定する市町村放棄払戻請求権相

当額の法第３１４条の７第１項第３号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第

３４条の７の規定を適用する。 

２ 前項に規定する市長が指定する指定行事は、新型コロナウイルス感染症等の影響に

対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令（令和２年政令第１６０

号）第３条第１項により文部科学大臣が指定した行事とする。 

 （新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） 

第１９条の９ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症

特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第７条の３の２第１項の

規定の適用については、同項中「令和１５年度」とあるのは、「令和１６年度」とす

る。 

 附則第２８条中「第６１条」を「第６３条」に改める。 

 

第２条 大東市市税条例の一部を次のように改正する。 

 

第１９条中「第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書に」を「第３２１条の８

第３４項及び第３５項の申告書に」に、「においては」を「には」に改め、同条第４号

中「によって」を「により」に改め、同条第５号中「、第４項又は第１９項」を「又は

第３１項」に改め、同条第６号中「第３２１条の８第２２項及び第２３項」を「第 
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３２１条の８第３４項及び第３５項」に改める。 

第２０条中「及び第４項」を削る。 

第２３条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第３１条第２項の

表第１号において「収益事業」という。）」を加え、「第３１条第２項の表の第１号」

を「同号」に、「第４８条第１０項から第１２項まで」を「第４８条第９項から第１６

項まで」に改める。 

第３１条第２項の表第１号オ中「第２９２条第１項第４号の５」を「第２９２条第１

項第４号の２」に改め、同条第３項中「、同項第２号の連結事業年度開始の日から６月

の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第４号」を「若

しくは同項第２号の期間又は同項第３号」に改める。 

第４８条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を「第３１項、第 

３４項及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び第１３項」を「第９項、第１０項

及び第１２項」に、「第４項、第１９項及び第２３項」を「第３１項及び第３５項」に、

「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３項」を「第２項後段」に改め、同条第

２項中「第６６条の７第５項及び第１１項又は第６８条の９１第４項及び第１０項」を

「第６６条の７第４項及び第１０項」に、「第３２１条の８第２４項」を「第３２１条

の８第３６項」に改め、同条第３項中「第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第 

６８条の９３の３第４項及び第１０項」を「第６６条の９の３第３項及び第９項」に、

「第３２１条の８第２５項」を「第３２１条の８第３７項」に改め、同条第４項中「第

３２１条の８第２６項」を「第３２１条の８第３８項」に改め、同条第５項中「第 

３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、「同条第２１項」を「同条

第３３項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２３項」を

「同条第３５項」に改め、同条第６項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」

に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３２１条の８第２３項」を「第 

３２１条の８第３５項」に改め、同条第７項中「第３２１条の８第２２項」を「第 

３２１条の８第３４項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、同

項第２号中「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条第

９項を削り、同条第１０項中「第３２１条の８第４２項」を「第３２１条の８第５２項」

に、「同条第４２項」を「同条第５２項」に、「第１２項」を「第１１項」に改め、同

項を同条第９項とし、同条第１１項を同条第１０項とし、同条第１２項中「第１０項」
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を「第９項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「第１０項の内国法人」

を「第９項の内国法人」に、「第７５条の４第２項」を「第７５条の５第２項」に、「第

１０項の申告」を「同項の申告」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項を同

条第１３項とし、同条第１５項中「第１３項」を「第１２項」に、「第１０項」を「第

９項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１６項中「第１３項前段」を「第１２

項前段」に、「第３２１条の８第５１項」を「第３２１条の８第６１項」に、「第１０

項」を「第９項」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第１７項中「第１３項後段」

を「第１２項後段」に、「第１５項」を「第１４項」に、「第７５条の４第３項若しく

は第６項（同法第８１条の２４の３第２項において準用する場合を含む。）」を「第 

７５条の５第３項若しくは第６項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条

第１６項とする。 

第５０条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２３項」

を「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改め、同条第３項

中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、「（同条第２項又は第４項に

規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連

結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第１２号の６の７に規定する連結親

法人をいう。以下この項において同じ。）若しくは連結完全支配関係があった連結親法

人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこ

と。次項第２号において同じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又は第１９項」を

「又は第３１項」に改める。 

第５２条第４項から第６項までを削る。 

第９４条第２項ただし書中「０．７グラム」を「１グラム」に、「０．７本」を「１

本」に改める。 

附則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。 

 

（大東市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 大東市市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年条例第１７号）の一部を次

のように改正する。 

 

  第１条のうち、大東市市税条例第２４条第１項第２号の改正規定中「１，２５０， 
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０００円」を「１，３５０，０００円」を「寡夫（これらの者の前年の合計所得金額が

１，２５０，０００円」を「ひとり親（これらの者の前年の合計所得金額が１，３５０，

０００円」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条中大東市市税条例第９４条第２項にただし書を加える改正規定及び同条第４

項の改正規定並びに附則第５条の規定 令和２年１０月１日 

 (2) 第１条（前号に掲げる改正規定を除く。）、次条及び附則第３条の規定 令和３年

１月１日 

 (3) 第２条中大東市市税条例第９４条第２項ただし書の改正規定及び附則第６条の規定 

令和３年１０月１日 

 (4) 第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 令和４年４月１

日 

 （延滞金に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の大東市市税条例（以下「新条例」という。）附則第

３条の２の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金に

ついて適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第３４条の２及び第３６条の２第１項の規定は、令和３年度以後の年度分

の個人の市民税について適用し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお従

前の例による。 

２ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３６条の２第１項の

規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険

料控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）

第１条の規定による改正前の法（以下「旧法」という。）第２９２条第１項第１１号に

規定する寡婦（旧法第３１４条の２第３項の規定に該当するものに限る。）又は旧法第

２９２条第１項第１２号に規定する寡夫である第２３条第１項第１号に掲げる者に係る
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ものを除く。）」とする。 

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の大東市市税条例の規定中法人の市

民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この条において「４号施行日」

という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律

第８号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改正規定に限る。）による改

正前の法人税法（昭和４０年法律第３４号。以下この条において「４年旧法人税法」と

いう。）第２条第１２号の７に規定する連結子法人（次項において「連結子法人」とい

う。）の連結親法人事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結親法

人事業年度をいう。次項において同じ。）が４号施行日前に開始した事業年度を除く。）

分の法人の市民税について適用する。 

２ ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行日前

に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び４号施行日前に開始した連結事業

年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結事業年度をいう。以下この項

において同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行日前に開始した連結事

業年度を含む。）分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第５条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉

巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

第６条 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉

巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 
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議案第１０２号 

 

大東市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

大東市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和２年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）の改正により、通知カードが廃止されたことに伴い、所要の改正を行うた

め。 
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大東市手数料条例の一部を改正する条例（案） 

 

令和  年  月  日   

条 例 第   号   

 

 大東市手数料条例（平成１２年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 

       「 

 通知カードの再交付（追記欄の余白

がなくなった場合その他の市長が

再交付をすることがやむを得ない

と認める場合を除く。） 

１枚につき ５００円  

 別表４の項中 を 
個人番号カードの再交付（追記欄の

余白がなくなった場合その他の市

長が再交付をすることがやむを得

ないと認める場合を除く。） 

１枚につき ８００円 

  

                                     」 

「 

個人番号カードの再交付（追記欄の

余白がなくなった場合その他の市

長が再交付をすることがやむを得

ないと認める場合を除く。） 

１枚につき ８００円  

に改める。 

 

                              」 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１０３号 

 

大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

 

大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定

する。 

 

   令和２年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

重度障害者の医療費の助成に係る住所地特例の適用範囲を拡充すること等に伴い、所要

の改正を行うため。 
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大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

令和  年  月  日   

条 例 第     号   

 

大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例（昭和４８年条例第４４号）の一部を次

のように改正する。 

 

第２条第２項第３号中「若しくは組合員であった」を「又は組合員であった」に、「若

しくは加入者であった」を「又は加入者であった」に改める。 

第２条第３項を次のように改める。 

３ 国民健康保険法第１１６条の２第１項に規定する入院等（以下「入院等」という。）

をしたことにより、同項に規定する病院等（以下「病院等」という。）（大阪府の区域

内であって、大東市の区域外に所在するものに限る。）の所在する場所に住所を変更し

たと認められる対象者（国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律における

対象者（国民健康保険組合に加入している対象者を除く。）に限る。）であって、当該

病院等に入院等をした際大東市の区域内に住所を有していたと認められるものは、第１

項の規定にかかわらず、対象者とする。ただし、前項各号のいずれかに該当する者又は

２以上の病院等に継続して入院等をしている者であって、現に入院等をしている病院等

（以下「現入院病院等」という。）に入院等をする直前に入院等をしていた病院等（以

下「直前入院病院等」という。）及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことによ

り直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと

認められるもの（以下「特定継続入院等対象者」という。）については、この限りでな

い。 

 第２条に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の規定にかかわらず、特定継続入院等対象者のうち、次の各号のいずれ

かに該当するものは、対象者とする。ただし、第２項各号のいずれかに該当する者を除

く。 

 (1) 継続して入院等をしている２以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそ

れぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる者であって、当該
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２以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際大東市の区域内に住所を有して

いたと認められるもの 

(2) 継続して入院等をしている２以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院

等に入院等をすること（以下「継続入院等」という。）により当該一の病院等の所在

する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更（以下「特定

住所変更」という。）を行ったと認められる者であって、最後に行った特定住所変更

に係る継続入院等の際大東市の区域内に住所を有していたと認められるもの 

 第３条第１項中「、大東市子どもの医療費の助成に関する条例第２条第１号に該当する

対象年齢の子どもの食事療養（以下「子どもの食事療養」という。）」を削り、「（子ど

もの食事療養を除く。）若しくは生活療養に係る給付又は精神病床への入院に係る給付」

を「又は生活療養に係る給付」に改め、同条第３項中「療養費、特別療養費」を削る。 

 第５条第２項中「関わらず」を「かかわらず」に改める。 

 第７条中「すでに」を「既に」に改める。 

 第１２条中「あたり」を「当たり」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に入院等をしている者については、令和２年１０月３１日まで

の間は、改正後の第２条第３項及び第４項の規定は、適用しない。 
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議案第１０４号 

 

大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び大東市子どもの医療費

の助成に関する条例の一部を改正する条例について 

 

大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び大東市子どもの医療費の助成に関

する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和２年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

ひとり親家庭及び子どもの医療費の助成の対象に、精神病床への入院に係る医療費を追

加すること等に伴い、所要の改正を行うため。 
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大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び大東市子どもの医療費

の助成に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

令和  年  月  日   

条 例 第     号   

 

 （大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第１条 大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例（昭和５５年条例第１５号）の

一部を次のように改正する。 

 

 第２条第２項第２号中「若しくは組合員であった」を「又は組合員であった」に、「若

しくは加入者であった」を「又は加入者であった」に改める。 

第３条第１項中「、大東市子どもの医療費の助成に関する条例第２条第１号に該当す

る対象年齢の子どもの食事療養（以下「子どもの食事療養」という。）」を削り、「（子

どもの食事療養を除く。）若しくは生活療養に係る給付又は精神病床への入院に係る給

付」を「又は生活療養に係る給付」に改め、同条第３項中「療養費、特別療養費」を削

る。 

第５条第２項中「、第１項」を「、前項」に改める。 

第７条中「また」を「又は」に改める。 

  第１２条中「あたり」を「当たり」に改める。 

 

 （大東市子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第２条 大東市子どもの医療費の助成に関する条例（平成５年条例第１５号）の一部を次

のように改正する。 

 

  第２条第３号中「（病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護（以

下「入院等」という。）と併せて行うものに限る。以下「食事療養費」という。）又は

特定療養費」を「、特定療養費」に、「及び療養費の支給若しくは」を「、療養費又は」

に改める。 

  第３条第３項中「食事療養費」を「入院時食事療養費」に改める。 

  第４条第１号中「食事療養費」を「入院時食事療養費」に、「及び療養費の支給」を



- 25 - 

 

「、療養費」に改め、「（生活療養に係る給付又は精神病床への入院に係る給付を除く。）」

を削る。 

  第５条中「市長と」を「助成額に相当する金額を市長と」に改め、「（以下「契約医

療機関」という。）」を削る。 

  第８条中「（以下「受給者」という。）」を削る。 

  第１４条中「あたり」を「当たり」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第１０５号 

 

大東市立幼稚園条例の一部を改正する条例について 

 

大東市立幼稚園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和２年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

長期休業日の期間中の預かり保育を実施することに伴い、所要の改正を行うため。 
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大東市立幼稚園条例の一部を改正する条例（案） 

 

令和  年  月  日   

条 例 第     号   

 

大東市立幼稚園条例（昭和４６年条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 

第６条中「から午後６時まで」を「及び長期休業日（規則で定める夏季休業日、冬季休

業日及び春季休業日をいう。次条第３号において同じ。）の期間中に」に改める。 

第７条第３号中「掲げる額」を「定める額」に改め、同号に次のように加える。 

  ウ 預かり保育を受ける時間が長期休業日の午前９時から正午までの場合 預かり保

育を受ける園児１人につき日額４００円 

  エ 預かり保育を受ける時間が長期休業日の午前９時から午後４時３０分までの場合 

預かり保育を受ける園児１人につき日額６００円 

  オ 預かり保育を受ける時間が長期休業日の午前９時から午後６時までの場合 預か

り保育を受ける園児１人につき日額８００円 

 

附 則 

 この条例は、令和２年１２月１日から施行する。 
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議案第１０６号 

 

大東市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人 

員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 

大東市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和２年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

（平成３０年厚生労働省令第４号）が改正されたことに伴い、所要の改正を行うため。 
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大東市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（案） 

 

令和  年  月  日   

条 例 第   号   

 

 大東市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準を定める条例（平成３０年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 

 附則第３項中「平成３３年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改め、同項の次に

次の１項を加える。 

４ 令和３年４月１日以後における前項の規定の適用については、同項中「、第４条」と

あるのは「令和３年３月３１日までに法第４６条第１項の指定を受けている事業所（同

日において当該事業所における指定居宅介護支援等基準第３条第１項に規定する管理者

（以下この項において「管理者」という。）が、介護保険法施行規則（平成１１年厚生

省令第３６号）第１４０条の６６第１号イ(3)に規定する主任介護支援専門員でないも

のに限る。）については、第４条」と、「介護支援専門員（介護保険法施行規則（平成

１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６第１号イ(3)に規定する主任介護支援専門

員を除く。）を指定居宅介護支援等基準第３条第１項に規定する」とあるのは「引き続

き、令和３年３月３１日における管理者である介護支援専門員を」とする。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１０７号 

 

大東市龍間地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例につい 

て 

 

 大東市龍間地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を次のとおり制定

する。 

 

   令和２年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 東部大阪都市計画大東市龍間地区地区計画の区域内における建築物の用途等を制限する

ことに伴い、必要な事項を定めるため。 



- 31 - 

 

大東市龍間地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（案） 

 

令和  年  月  日   

条 例 第   号   

 

（目的） 

第１条 この条例は、令和  年大東市告示第  号に定める東部大阪都市計画大東市龍

間地区地区計画（以下「龍間地区計画」という。）の区域内における建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第６８条の２第１項の規定に基づく建築

物の用途、敷地及び構造に関する制限並びに都市緑地法(昭和４８年法律第７２号)第 

３９条第１項の規定に基づく建築物の緑化率に関する制限を定めることにより、良好な

住環境の保全及び地域コミュニティの維持を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令（昭和２５年

政令第３３８号）並びに都市緑地法に規定する用語の例による。 

（適用区域） 

第３条 この条例は、龍間地区計画の区域内（以下単に「区域内」という。）に適用する。 

 （建築物の用途の制限） 

第４条 区域内においては、次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 

(1) 法別表第２（い）項第１号及び第２号に掲げる建築物 

(2) 法別表第２（ろ）項第２号に掲げる建築物 

(3) 前２号に掲げる建築物に附属するもの（建築基準法施行令第１３０条の５各号に掲

げる建築物を除く。） 

（建築物の敷地面積の最低限度） 

第５条 区域内における建築物の敷地面積は、１５０平方メートル以上でなければならな

い。 

（建築物の容積率の最高限度） 

第６条 区域内における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、１０分の１５以下

でなければならない。 

（建築物の建蔽率の最高限度） 
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第７条 区域内における建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、１０分の６以下で

なければならない。 

（建築物の高さの最高限度） 

第８条 区域内における建築物の高さは、１０メートル以下でなければならない。 

 （建築物の壁面の位置の制限） 

第９条 区域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下この条において「外壁等」

という。）の面から敷地境界線までの距離は、１メートル以上でなければならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当する建築物を建築する場合にあっては、この限りでな

い。 

(1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２．３メートル以下で、かつ、床

面積の合計が５平方メートル以内である建築物 

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が３メートル以下である建築物 

（建築物の緑化率の最低限度） 

第１０条 区域内において、建築物を新築若しくは増築し、又は当該新築若しくは増築を

した建築物の維持保全をする場合における当該建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対

する割合は、１０分の２以上でなければならない。 

(建築物の緑化率の最低限度の特例) 

第１１条 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 

 (1) 増築後の建築物の床面積の合計がこの条例の施行の日における当該建築物の床面

積の合計の１．２倍を超えない増築を行う建築物 

(2) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支

障を及ぼすおそれがないと市長が認めて許可したもの 

２ 市長は、前項第２号の許可をする場合において、良好な都市環境を形成するために必

要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。 

(違反建築物に対する措置) 

第１２条 市長は、第１０条の規定又は前条第２項の規定により許可に付された条件に違

反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全を

する者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置を執るべ

き旨を命ずることができる。 

 (報告及び立入検査) 
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第１３条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、建築物の新築若しくは増築

又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しく

は緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその

敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検

査させることができる。 

２ 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合

においては、これを提示しなければならない。 

（建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置） 

第１４条 建築物の敷地が第３条に規定する区域の内外にわたる場合で、その敷地の過半

が区域内に存するときは、その敷地の全部について第４条及び第５条の規定を適用する。 

（公益上必要な建築物等の特例） 

第１５条 市長が公益上必要な建築物でやむを得ないと認めて許可したもの又は土地の利

用状況に照らして周辺の環境を害するおそれがない建築物と認めて許可したものについ

ては、その許可の範囲内において、第４条から第９条まで及び前条の規定は、適用しな

い。 

（委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 

（罰則） 

第１７条 次の各号のいずれかに該当する者は、５００，０００円以下の罰金に処する。 

(1) 第４条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主 

(2) 法第８７条第２項において準用する第４条の規定に違反した場合における当該建築

物の所有者、管理者又は占有者 

(3) 第５条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主（建築物を建築した後に

おいて、当該建築物の敷地を分割することにより、同条の規定に違反した場合におい

ては、当該分割をした分割前の当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者） 

(4) 第６条から第９条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者（設計図

書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合におい

ては、当該建築物の工事施工者） 

２ 前項第４号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるも
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のであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の

罰金刑を科する。 

３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人

の業務に関して、第１項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、

その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。 

第１８条 次の各号のいずれかに該当する者は、３００，０００円以下の罰金に処する。 

 (1) 第１２条の規定による命令に違反した者 

 (2) 第１３条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規

定による立入検査を拒み、若しくは忌避した者 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の規定は、この条例の施行の日以後に建築する建築物について適用する。 

３ 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に区域内に存する第４条から第１０

条まで及び第１４条の規定に定める建築物の制限に適合しない建築物について、用途の

変更を伴うことなく、当該建築物を増築又は改築する場合については、第４条から第 

１０条まで及び第１４条の規定は、適用しない。 

４ 第２項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に所有権その他の権利が存する区

域内の土地（建築物が存しない土地に限る。）において、当該権利に基づいて当該土地

を敷地とした建築物を建築しようとする場合については、第５条の規定は、適用しない。 
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議案第１０８号 

 

   大東市立自転車・自動車駐車場条例の一部を改正する条例について 

 

 大東市立自転車・自動車駐車場条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和２年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 大東市立四条畷駅西自転車駐車場の位置を一部変更することに伴い、所要の改正を行う

ため。 
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   大東市立自転車・自動車駐車場条例の一部を改正する条例（案） 

 

令和  年  月  日 

条 例 第   号   

 

 大東市立自転車・自動車駐車場条例（令和２年条例第６号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 別表第１大東市立四条畷駅西自転車駐車場の項中「大東市北新町２０番」を「大東市北

新町１８番及び２０番並びに四條畷市楠公一丁目１４番」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 
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議案第１０９号 

 

   大東市営住宅条例の一部を改正する条例について 

 

 大東市営住宅条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和２年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 大東市営もりねき住宅を設置することに伴い、必要な事項を定めるため。 
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   大東市営住宅条例の一部を改正する条例（案） 

 

令和  年  月  日 

条 例 第   号   

 

 大東市営住宅条例（平成１０年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１の１の表に次のように加える。 

大東市営もりねき住宅 大東市北条三丁目２番 

 

   附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 
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議案第１１０号 

 

   大東市立自動車駐車場条例の一部を改正する条例について 

 

 大東市立自動車駐車場条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和２年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 北条第１２駐車場を設置することに伴い、必要な事項を定めるため。 



- 40 - 

 

   大東市立自動車駐車場条例の一部を改正する条例（案） 

 

令和  年  月  日 

条 例 第   号   

 

 大東市立自動車駐車場条例（昭和５６年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１に次のように加える。 

１０ 北条第１２駐車場 大東市北条三丁目４番 

 

   附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 
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議案第１１１号 

 

   大東市体育施設条例の一部を改正する条例について 

 

 大東市体育施設条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和２年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 大東市立市民体育館の小体育室の冷暖房設備の利用料金を定めること等に伴い、所要の

改正を行うため。 
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   大東市体育施設条例の一部を改正する条例（案） 

 

令和  年  月  日 

条 例 第   号   

 

 大東市体育施設条例（平成１７年条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第４号中「体育施設の」の次に「設置の」を加える。 

 第１０条第１項中「又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は」を「若しくはその

使用を制限し、又はその使用の停止若しくは」に改める。 

 第１１条中「及び」を「若しくは」に改める。 

 第１２条第１項中「使用者並びにすべて」を「全て」に改め、同項第２号中「その他の」

を「その他」に改め、同項第４号中「はり紙」を「貼り紙」に、「釘類」を「くぎ類」に

改め、同条第２項中「使用を中止させ、退館又は」を「使用の停止又は退館若しくは」に

改める。 

 第１３条第２項中「センター」を「施設等」に改め、同条第３項中「すべて」を「全て」

に改める。 

 第１４条第１項中「施設等のうち、別表第３に掲げる施設」を「別表第３に掲げる体育

施設」に改め、同条第２項中「体育施設に附属する」を「体育施設の」に改め、同条第３

項中「使用者、使用時間及び使用時期が次に」を「次の各号に掲げる場合に」に、「施設

の区分に応じた金額、又は割合を利用料金に乗じて算出した金額」を「額」に改め、同項

後段を削り、同項第１号の表以外の部分を次のように改める。 

   本市内に在住、在勤又は在学しない者（法人又は団体にあっては、その所在地が本

市内にないもの）が使用する場合 次の表の左欄に掲げる体育施設の区分に応じ、同

表の右欄に定める割合を別表第３に定める使用区分に係る利用料金に乗じて得た額 

第１４条第３項第２号を次のように改める。 

 (2) 冷暖房設備を使用する場合 次の表の左欄に掲げる体育施設の区分に応じ、同表の

右欄に定める額 

名称 加算金額 
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大東市立市民体育館 大体育室 冷房設備にあっては１時間当たり４，０００

円、暖房設備にあっては１時間当たり３， 

０００円 

小体育室 １時間当たり５００円 

多目的室 別表第３に定める多目的室の使用区分に係る

利用料金に４割を乗じて得た額 

備考 大体育室の加算金額は、半面のみを使用する場合も同額とする。 

第１４条第３項第３号の表以外の部分を次のように改める。 

使用許可時間を繰り上げ、又は延長して使用する場合 次の表の左欄に掲げる体育

施設の区分に応じ、同表の右欄に定める額 

 第２０条第２項中「別表第３」の次に「及び別表第４」を加える。 

 別表第３第２項第１号の表中「大東市立市民体育館」の次に「（大体育室、小体育室及

び多目的室）」を加え、同項第２号の表中「トレーニング室」を「大東市立市民体育館（ト

レーニング室）」に改める。 

 別表第４中「第１４条」の次に「、第２０条」を加える。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年１２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第１４条第３項の規定は、この条例の施行の日以後に体育施設を使用する場

合の利用料金について適用する。 

 

 


